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第
一
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規
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よ
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指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
種

類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

訪
問
介
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
一

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
八
の
三

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
八
の
三

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
は
し

か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
は
し

か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

通
所
介
護

妙
水
苑
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
九
の
一

〃
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�
�
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青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
七
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
八
号

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
百
四
十
九
号

障
害
者
自
立
支
援
法(

平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成21年７月１日 水曜日 第3104号 �

指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

居
宅
介
護
支
援
事
業
を
行
う
事
業
所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
仁
泉

会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
八
の
三

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
仁
泉

会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

居
宅
介
護
支
援
事

業
所
え
が
お
は
し

か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

〃

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

名
称
又
は

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所
在
地
又
は
住
所

介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
一

平
成

��

･

�･

��

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
八
の
三

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
み
ょ

う

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
八
の
三

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
は
し

か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

え
が
お
は
し

か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

〃

医
療
法
人
仁

泉
会

八
戸
市
大
字
尻
内

町
字
直
田
八
一

介
護
予
防

通
所
介
護

妙
水
苑
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
ー

八
戸
市
大
字
妙
字

分
枝
三
九
の
一

〃

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
大

一
朝
日
・
サ

ポ
ー
ト

青
森
市
橋
本
三
丁

目
二
〇
の
一
四

就
労
継
続

支
援
Ａ
型

就
労
継
続
支

援

｢

Ａ
型｣

事
業
所

｢

希

望
の
園｣

青
森
市
橋
本
三
丁

目
二
〇
の
一
四

平
成

��

･

�･

��

� �
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公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
十
七
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
元
気
お
た
す
け
隊

三

代
表
者
の
氏
名

長
谷
川

靖
久

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
有
楽
町
一
四
の
二

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
つ
が
る
市
及
び
周
辺
住
民
に
対
し
、
地
域
福
祉
に
対
応
し
た
ま
ち
づ
く
り
推
進

を
図
り
、
地
域
経
済
活
性
化
の
た
め
の
各
種
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
社
会
全
体
の
利
益
の

増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

弘
前
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

弘
前
市
大
字
扇
町
三
丁
目
一
の
一
、
一
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
ワ
ロ
イ
ヤ
ル
株
式
会
社

東
京
都
台
東
区
上
野
七
丁
目
一
四
の
四

代
表
取
締
役

越
智
壯

三

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
一
年
六
月
十
八
日

五

届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
及
び
弘
前
市
役
所

２

期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
一
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
三
十
分
ま
で

た
だ
し
、
弘
前
市
役
所
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

六

意
見
書
の
提
出

青 森 県 報�����	
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区

分

変

更

前

変

更

後

変

更

年
月
日

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
配

置
に
関

す
る
事

項

駐
車
場

の
位
置

及
び
収

容
台
数

一
四
四
台

(

位
置
は
、
届
出

書
添
付
図
面
の
と
お
り)

第
二
駐
車
場
の
廃
止
に
伴
う

位
置
変
更
の
み
、
収
容
台
数

は
変
更
な
し

(

位
置
は
、
届

出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

大
規
模

小
売
店

舗
の
施

設
の
運

営
方
法

に
関
す

る
事
項

駐
車
場

の
自
動

車
の
出

入
口
の

数
及
び

位
置

三
か
所

(

位
置
は
、
届
出
書

添
付
図
面
の
と
お
り)

第
二
駐
車
場
の
廃
止
に
伴
う

位
置
変
更
の
み
、
出
入
口
の

数
は
変
更
な
し

(

位
置
は
、

届
出
書
添
付
図
面
の
と
お
り)

平
成

��･

�･

�

� �
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こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

１

提
出
期
限

平
成
二
十
一
年
十
一
月
一
日

２

提
出
先

青
森
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

３

記
載
事
項

�

意
見
書
の
提
出
者
の
氏
名

(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名)

及
び
住
所

�

意
見
書
の
提
出
の
対
象
と
な
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称

�

意
見
及
び
そ
の
理
由

４

言
語

意
見
書
は
、
日
本
語
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
。

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
内

山
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

一
般
農
道
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

平
川
市
役
所

県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
田

ノ
沢
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業

(

一
般
農
道
整
備
事
業)

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
七
月
二
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

東
北
町
役
場

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
花
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

花
田

今
世

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
亀
ケ
岡
亀
山
七
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
八)

第
六
八
二
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
花
田
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

花
田

今
世

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

つ
が
る
市
木
造
亀
ケ
岡
亀
山
七
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
八)

第
六
八
二
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

塗
装
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
外
崎
配
管
設
備

二

代
表
者
の
氏
名

外
崎

勲

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
字
烏
森
四
五
の
一
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
六)

第
七
四
八
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
六
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
電
気
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
四
月
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
小
枝
設
備
工
業

二

代
表
者
の
氏
名

小
枝

昇

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
み
ど
り
町
八
丁
目
一
三

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
一
二
五
八
三
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

消
防
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
一
年
七
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
小
野
光
建
設

二

代
表
者
の
氏
名

小
野

春
光

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
金
木
町
嘉
瀬
端
山
崎
九
の
九

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
九)

第
一
六
三
四
七
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
八
日
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六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
石
、
電
気
、
管
、
鋼
構
造
物
、
ほ
装
、
し
ゆ
ん
せ
つ
、
造
園
、
水
道
施

設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

正

誤

平
成
二
十
一
年
五
月
二
十
七
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出

に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す

る
。高

齢
福
祉
保
険
課
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平
成
��

･

�･

�

第
三
〇
九
一
号

平
成
��･

�･

��

第
三
〇
八
七
号

発
行
年
月
日

発
行
番
号

告

示

告

示

区

分

第
三
八
二
号

第
三
六
一
号

番

号

� �

ペ
ー
ジ

下 下 段

後
ろ
か

ら

��

後
ろ
か

ら

�

行

第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

第
百
十
五
条
の
九
第
一
号

誤

第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

第
百
十
五
条
の
十
第
一
号

正

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行


